
空き家でお困りの方へ
空き家バンクを活用してみませんか？
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契約
契約につきましては

当事者同士で行っていただきます。

空き家情報バンクとは

地域のために みんなのために
あなたの空き家の
有効活用をお手伝いします。

お問い合わせ　 木城町役場 まちづくり推進課 TEL/0938-32-4727
                                           E-mail/machi@town.kijo.lg.jp 　

注意点 ①木城町は当事者間で行う交渉や契約などの仲介行為には一切関与できません。

②交渉や契約に関するトラブルについては責任を持って当事者間でのご解決をお願い致します。

※個人間の売買・賃貸に不安がある場合は、不動産業者等をご紹介いたします。
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